
177

「精神障害者」 とADA

矢 嶋 里 絵

1は じめ に

障害 を もっ ア メ リカ人法(AmericanswithDisabilitiesAct,以 下ADAと い う)

の成立 か ら4年 、施行 か ら2年 が 経 過 し、施 行 後 の反 応 も一 定 み られ るよ うに な

った(1)。

排 除 とス テ ィグ マの 政策 か ら統 合 と非 差 別 の 政 策 へ の転 換 を 企 図 し、 障害 を

もっ人 々 目身 よ り も社 会 や企 業 等 の変革 を要 求 す る、 このADAの 制 定 は、 た しか

に歴史 的 ・画期 的 な 出来 事 で あ った といえ る。

しか し、精 神 遅 滞(MentalRetardation)・ 精 神 疾 患(MentalIllness)・ 認

知 障害(CognitiveImpairment)・ 脳 器 質性 傷 害(OrganicBrainInjuries)・ 薬

物 中毒(DrugAddiction)・ ア ル コ ール 中毒(Alcoholis皿)等 の 、 いわ ゆ る 「精

神 障害(MentalDisabilities)を 有 す る人 々」(以 下 「精 神 障害 者 」 とい う)の

公 民権 保 障 に と って 、本 法 は十 分 に機 能 す る もの と言 え るの で あ ろ うか。

もち ろん 「精 神 障害 者 」 に と って も上 記 の意 味 で 、ADAが 重 要 な意 義 を有 す る

こ とに変 わ りな い。 しか し、「これ らの障害 は、ADAに よ ってせ いぜ い保 護 されて

い るだ け で、ADA自 体 これ を最 も誤 解 して い る。」 とい う指 摘 もあ る し(2}、筆 者 自

身 も、これ まで にADAの 成 立経 緯 ・内容 ・課題 等 を検 討 した結 果(3)、「精 神 障害 者」

の権利 保 障 の視 点 か らADAを あ らた め て分 析 ・考 察 す る必 要 性 を痛 感 した。

そ こで 以下 で は 、 「精 神 障 害 者 」 とADAと の関 連 一本 法 の諸 規 定 が 「精 神 障 害

者 」 に いか に適 用 され るの か 一を う きぼ りに して み た い。 た だ、 この テ ー マ に

関 す る先 行 研究 は わが 国 にお い て は もち ろん 、本 国 に お いて も、 筆 者 の知 るか

ぎ り非常 に少 な い。 した が って本 稿 で は 、ADAの 四 つ の基 本 概 念 、 っ ま り① 障害

(diability)、 ② 有 資格 の 障害 者(qualifiedindividualwithadisability)、

③ 合理 的 配 慮(reasonableaccommodation)、 ④ 過 度 な 負 担(unduehardship)

の それ ぞれ につ いて、 「精 神 障 害 者 」 に と って 意 味 す る もの は何 なの か整 理 し、
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これに関わ る問題点 を紹介 して、今後の研究 を進め るための予備的研究 と した

い。なお、ADAは 諸 々の生活場面 にお ける障害 に基づ く差別 を禁止する ものであ

るが、本稿 では 「雇 用」 に焦点 を当てて述べ るこ とを、前 もってお断 りしてお

きた い。

IIr精 神障害者」の状況

ここで は、「精神 障害者」の うち、と くに精神遅滞 と精神疾 患を有す る人 々を

とり上 げ る。

1精 神遅滞を有す る人々

600万 人を超え るといわれ る精神遅滞を有す る人々は、知能指数 によ って 「軽

度」か ら 「最重度 」 までの、 四っ のグループに分け る ことがで きる(4》。

「軽度」は、IQ51-70の 人であ り、精神遅滞者全体 の90%は 、このグループに入

る。 ほ とん どの人は、すべて の タイプの仕事がで きる し、誰 にもその遅滞 を気

づかれ ることな く、仕事 をす ることがで きる人 も多数 いる。

「中度」は、IQ36-50で 、40万人以下である(全 体の6%)。 共同作業所(sheltered

workshops)の 仕事 につ く人 もいるが、自由競争の環境下で働 くことので きる人

も多 い。

「重度」 は、IQ21-35で 、25万 人以下(約3.5%)で ある。彼 らは、競争市場 で

働 くことはほ とん どできないが、共同作業所 やエ ンク レープで働 くことはで き

る。

「最重度」 はIQ20以 下の人 で、9万9千 人以下(約1.5%)で あ る。

最重度の人を例外 と して、 ほとん ど全 ての精神遅滞者 は、色 々な仕事 につ く

ことがで きる。 しか し実際 には大 多数の人 々が雇用 されてお らず、その主 な理

由は 「精 神遅滞者 に対する雇用主の誤解」、「情報不足」、「精神遅滞の労 働者む

けの特別訓練 の不十 分さ」等 にあ るといわれ る。

精神遅 滞者 には、障害者一般 に対す る偏見 ・無理解 に加えて、独特な偏 見や

無 理解 があ るが 、 これには合理的根拠 の無 い ものが多 い。
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2精 神疾 患 を有 す る人 々

精 神 疾 患 は 、考 え た り、感 じた り、 物 ご とを関 連 づ け た り、 働 くこ とを 妨 げ

る一 連 の障害(disorders)で あ る。精 神 疾 患 は、あ らゆ る年 齢 層 に発 生 す るが 、

も っ と も しば しば発 生 す るの は若年 層 か ら中 年層 に か けて で あ る。

お よ そ280万 人 が重 度 の精 神 疾 患 にか か って い る といわ れ(1990年)(5)、82万7

千 人 の 成 人 慢 性 精 神 疾 患 患 者 が 、 補 足 的 所 得 保 障(SupplementalSecurity

Income)や 社 会 保 障 年金(SocialSecurityDisabilityInsurance)を 受 給 し

て い る(1984年)。

多 くの精神 疾 患 は一 時 的 な(temporary)も ので あ り、治療 す る こ とが で きる。

精 神 疾 患 の 治 療 に成 功 した後 、 その入 は 「寛 解 した(mentallyrestored)」 と

され る。 しか しなが ら、 その人 は 障害 の 「経 歴 」 が あ るの で 、依 然 、ADAの 対 象

とす る障害 者 で あ る。 この点 に つ いて は後 述 す る。

精 神 疾 患 の もっ と も典 型 的 な タイ プは 、① 精神 分 裂 病(Schizophrenia)、 ②

躁 うっ 病(Manic-DepressiveDisorder)、 ③ 抑 うっ(Depression)、 ④ 強 迫 症

(Obessive-CompulsiveDisorder)、 ⑤ 恐 怖 症(Phobias)、 ⑥ パ ニ ック(Panic

Disorders)、 ⑦ 頭 部 外 傷 後 遺 症(PosttraumaticStressDisorder)等 で あ る。

ほ とん どの 精 神 疾 患 は、 投薬 ・カ ウ ンセ リング ・そ の他 の 処 置 によ って、 寛

解 す るか また は症 状 を コ ン トロ ール す る こ とが で き、 い った ん そ うな れ ば 、 そ

の人 は障 害 の 無 い人 とほ とん ど同等 の能 力 を発 揮 す る こ とが で き る。 しか しな

が ら何 度 か 再 発 す る こ と もあ る。 これ は 、処 方 され た薬 を飲 み続 けなか った り

セ ラ ピーを 受 け るの を止 め た こ とが 原 因 とな る こ と もあ るが 、 しか し、 ほ とん

どの 場 合 、再 発 は個 人 の コ ン トロー ル を越 え た と ころで 起 き る。

精 神 遅 滞者 の 場 合 と同 様 、精 神 疾 患 患 者 に対 す る知 識 の欠 如 ・無 理 解 ・偏 見

に基 づ く差別 は 、 労 働 を は じめ とす る彼 らの社 会 参 加 に と って、 大 きな妨 げ に

な って い る(6>。

皿ADAの 基本概念 と 「精神障害者」

1「 障 害(disability)」 と は



180 「精神障害者」とADA

きわ あて 多義 的 な概 念 で あ る障害 につ いて 、ADAは リハ ビ リテ ー シ ョン法 と同

様 、 次 の三 つ の要 件 をか か げて い る(3(2)条)。

(1)第 一 の要件 「人 の主要 な生 活 活動 の ひ とっ 以上 を著 し く制 限す る、身体

的 また は精 神 的 障害 が あ る こ と」

1991年 に出 され た平等 雇 用機 会 委 員 会(EEOC)の 施 行 規 則(29CFR1630.2.

h(2))に よれ ば 、「精 神 遅 滞 や器 質 性 脳 症 候 群 ・情緒 ま た は精神 疾 患 ・学 習 障 害

と い っ た 、 何 らか の 精 神 的 ・心 理 的 な 障 害(disorder)」(anymentalor

psychologicaldisorder,suchasmentalretardation,organicbrain

syndrome,emotionalormentalillness,andspecificlearning

disabilities)が 、mentalimpairmentで あ る。 ただ し、それ らのimpairment(形

態 不 全)が あ るか ら とい って 、 ただ ち に そ の人 がdisability(能 力 障害)を 有

す る とい うわ けで は な い。impairmentがdisabilityと な るには、impairmentが 「そ

の人 の主要 な生 活活 動 の 一 つ以上 を著 しく制 限す る」 ことが 必 要 なので あ る。実

際 に、 最近 の リハ ビ リテ ー シ ョン法 下 の 判 決 で も、 コ ン トロ ール可 能 で実 質 的

な制 約 を もた らさな い精 神 的 障 害 は、disabilityで はな い と判 示 して い る(7)。

この 「主要 な生 活 活 動 」 と して 、施 行規 則 は 、「自身 のケ アを す る ・手 作 業 を

す る ・歩 く・見 る ・話 す ・学 ぶ ・働 く等 」を例示 して い るが(29cFR1630.2(i))、

「精 神 障害者 」が よ り制 約 を受 けや す い 「主 要 な生活 活動 」 は、学 ぶ ・働 く ・考

え る ・意思 を伝 達 す る こ と等 で あ ろ う。 主 要 な活 動 の 中 に 「働 く」が 入 って い

る こ とは 、後 に彼 らに対 す る雇 用 差 別 の禁 止 につ いて 論 じる前 提 と して 、 大 き

な意 味 を持 って い る。

「著 し く制 限 す る」 とは、 「大 多数 の平 均 的 な人 で あれ ば可 能 な これ らの 活動

(主要 な生 活 活 動)が 遂 行 で きな い ことや、大 多数 の平 均 的 な人 が これ らの 活動

を行 うの に比 べ て、 その状 態 ・方 法 ・期 間 が 実 質 的 に制 約 され る こと」 を い う

(29CFR1630.2(j))o

(2)第 二の要件 「障害の経 歴が ある こと。」

主要 な生活活動 を著 しく制約す る障害 を現在 もって いな くて も、過去 にその

よ うな障害 を もって いた人 や、 またその ような障害を持っ と誤 って分類 された
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人 は、ADAの 定 め る障害 者 で あ る。

か っ て精 神 障 害 が あ り、 そ の障 害 の経 歴 が かれ らの 不 利 に用 い られ た場 合 に

は障害 に基 づ く差 別 に あ た る。裁 判 で これ を認 め た のが、AllenV.Heckler上 訴

裁判 所 判 決 で あ る(780F2d64,1985)。 これ は、 か っ て精 神 病 院 の入 院患 者 で

あ った人 が、退 院後 、housekeepingaideと して 同病 院 に雇 用 され たが 、 その仕

事 の 内容 ・責 任 ・義 務 ・仕 事 の 査定 ・給 料 は 他 の 人 と同 じで あ るに もかか わ ら

ず 、手 当が 低 額 で あ った た め に、 これ を 病 歴 に基 づ く差 別 で あ る と して、 リハ

ビ リテ ー シ ョン法違 反 を 争 った もの で あ る。

(3)第 三の要件 「障害者 とみな され ること。」

現在障害 を もっていな くて も、また過去 に障害の経歴が無 い場合で も、「障害

者 とみ なされた人」は、ADAに おけ る障害者で ある。誤 って精神障害者で あると

され る場合が これに あた る。

上記 の障害の三要件 は、精神 障害 の症 状 に起 因す る機能的 な側面(第 一の要

件)と 、 スティグマ とい う社会的な側面(第 二 、第三 の要件)の 、両面 に着 目

して いる点 に特色が あ る。

と くに、障害 にかか わ る神話やお それ、固定観念等 によ って差別 された人 の

保護を 目的 とす る第二 および第三の要件 は、裁判所 にお いて も認 め られた障害

の とらえ方 である。 その リーディ ング判決 といわれ るSchoolBoardofNassau

CountyV.Arline(480U.S.273,1987)判 決で連邦最高裁判所 は、 「障害 や疾

病 につ いて社会 に蓄積 された神話や おそれは、現実 の障害 に起 因す る身体 的な

制約 と同様 にハ ンデ ィキ ャ ップであ る」 と判 示 したわけであ るが、 この よ うな

誤 ま った理解が、 と くに精神 障害者 に関 して共通 に存在す る ことは、前述 の と

お りであ る。

以上のよ うにきわめて広範 に 「障害」を とらえ るADAで はあるが 、服装倒錯者 ・

現在薬物 を違法 に使 用 して いる者 ・同性愛者 ・両性愛者 ・強迫性賭博症者 ・窃

盗癖 や放火癖のあ る者 は、上記の三 要件の いずれ に も該当 しな いと して、適用

範囲か ら除外 され る。 ただ し、以前 は違法薬物の使用者であ ったが現在 は リハ
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ビリテー シ ョンのプ ログラムに完全 に成功 した人や、現在 プログラムに参加 し

ている人、間違 って違法薬物使用者 とされた人等 は、適用対象 となる(104条)。

2「 有資格 の障 害者」(qualifiedindividualwithadisability)に ついて

雇 用 は 自立 を確 保 しこれ を継 続 す る、 ひ とつ の 大 きな鍵 で あ る。 そ して 労働

年 齢 に あ りなが ら雇 用 され て いな い障害 者 の うち の66%は 、 仕事 にっ くことを

希 望 して い る。

ADAで は第 一編 が 雇 用 にっ いて定 めて い るが 、雇 用 を あ ぐって確 認 しな けれ ば

な らな いの は 、 まず 「有 資格 の 障害 者 」 とい う文 言 の意 味 す る もの で あ る。

有 資格 の障害 者 とは、 「必要 な技 術 ・経 験 ・教 育 ・その 他 職業 上 必 要 な もの を

備 え 、 合理 的配 慮 の 有 無 に関係 な く、 そ の人 が 維 持 ま た は希 望 す る職 場 の地位

の主要 な職 務 を遂行 す る ことので き る障害者(anindividualwithadisability

who,witharwithoutreasonableaccommodation,canperformtheessential

functionsoftheemploymentpositionthatsuchindividualholdsor

desires,101(8)条 、29CFR1630.2(m))」 を い い、ADAは 、かれ らに対 す る雇 用差

別 を禁 止 して い る。

さて 、 有 資 格 の障 害者 が遂 行 す る こ とを 要 求 され る 「主要 な職 務 」 とは、 い

った い何 を さす のだ ろ うか。 実 際 には具 体 的 事 案 に即 して判 断 され る こ とにな

ろ うが 、 精 神 障 害 、 と りわ け精 神 疾 患 や アル コ ール 中 毒 に と って 問題 とな る と

指 摘 され て い るの は 、法 文 や 施 行規 則 が ① 主 要 な職 務 に部 分 的 に影 響 を及 ぼす

が 、資格 な しとす るには及 ば ない障害 と、 ② 資格 な しとす るの に十 分 な程度、主

要 な職 務 に影響 を与 え る障 害 と い う両 者 の違 いに つ いて 、 ほ とん ど言 及 して い

な い こ とで あ る。時 折 り発 生 し、 そ の程 度 が 変 わ る精 神 障 害 の場 合 に、 この部

分 的無 資格 の問 題 を ど う解 決す るのか は、 実 際上 、 重 要 な課 題 とな ろ う(8)。

3「 合 理 的配 慮」(reasonableacc㎝odation)に つ いて

(1)「 精 神 障害 者 」 に と って の雇 用 上 の障 壁

雇 用 に成 功 す る上 で 「精 神 障 害 者 」 が 直面 す る障壁 に は、 次 の三 つ の ものが

あ る と いわ れ る(9)。
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第一 の障壁 は、障害(disorder)の 症状 その ものであ る。精神遅滞者 や学習

障害者 は、学 習 ・理 解 ・コ ミュニ ケーシ ョン ・社会的交流 ・行動等 の面が苦手

であ る し、精神疾患患者 は、妄想 ・幻覚 ・転導 性(distractibility)・ 社会的

孤立又 はひきこ もり ・異常行動 ・興奮 ・不安 ・うっ症状 ・自殺念 慮(suicidal

ideations)・ 洞察力 や判断力 の減退 ・対人関係の拙 さ等 の障害 があ る。以上 の

症状は、仕事 の遂行 を妨 げ る。

第二 の障壁 は、 とくに入院 して いた人 にその傾 向が強 いので あ るが 、社会性

や基本的な労働技術 の面で、不十分 な ことであ る。人 は、学 校や仕事 の経験、相

互交流等を通 じて これ らを身 につけ るものであ るが、病 院や施設 にいた人は、こ

れ らの経験 が不足 しが ちであ るため に、その機会が少 ないのであ る(1。)。

第三の障壁は、疾患にまつわ るステ ィグマと戦わねばな らないことで ある。同

僚や上 司は、社会一般 の人 々 と同様 に、 しば しば精神 疾患 の原 因や症状 に対す

る理解 や認識 に欠 け、 それ故 に誤 った行動 を とる ことが多 い(ii)。ADAは、障害者

の もっ能力や社会へ の貢献 に対す る固定観念を排除 しよ うと して いるのである。

(2)合 理 的配 慮 とは何 か

さてADAは 、過度 な経済的負担や運営面での負担を強 いる もので ないか ぎ り、

使用者 に対 して 「合 理的 な配慮 」を なす ことを要求 してい る。 そ して法文 や施

行規則の中で、「既存の施設を障害者が アクセス可能 な もの とす る こと、仕事 の

再構成、勤務予定表の修 正、空 席の地位 への配置転換 、機器や装置 の取得 ・変

更、有資格 の代読者や通訳者 の設置」(101(9)条 、29CFR1630.2(0))等 を、合理

的配慮 の例 としてあげて いる。

ただ し上の合理的配慮 は、求職者 や被 用者が 自 らの障害 を明 らかに して、配

慮 を要求 した り修正 が必 要であ ると告 げ ることが前提 とな る。 したが って 「精

神障害者」は、 自身 の障害を隠 した ままに して お くか、または、配慮 がな され

るよ うに障害を明 らか にす るのかの、二者択一を迫 られ ることにな る。概 して、

障害 に不随す るステ ィグマが強 いため に、かれ らには障害 を明 らかにす ること

を躊躇 し配慮 を求 め るのをため らう傾 向があ る。 障害 に関す る健康診 断や調査

を行 うことは原則 と して禁止 されて いるので、配慮 を必要 とす る障害者 は、 自



184 「精神障害者」とADA

ら自己の障害 を明 らか にす ることが求 め られ るのであ るが、上 のよ うな事情 か

ら、 と くに軽度 の 「精神 障害者」 に とっては、困難 な選択 であろ う。

(3)「 精神 障害者」 にとっての合理的配慮

法文 や施行規則に例示 された合理的配慮 の うち、「精神障害者 」に有効 な もの

は何で あろ うか。身体障害者 に対 す る合理的 な配慮は、物理的 な環境 の整備 で

足 りる場 合が多 いが、「精神障害者」の場合 には、それに加 えて とりわけ人的 な

対応 を要求 され る場 面が多 い と思われ る。

精神 障害者 に とって必要 な配 慮 を、雇用前 と雇用後 に分けてみ てみ ると、

まず 「雇用前」 には、

①面接 時間の変更(薬 の服用 時間や治療 の時間にぶつか る場合 に面接時間を

変更 す る)

②面 接環 境の変更(不 安 のあ る人 や恐怖症 の人は と くに、閉鎖 され た場所で

の面接や、 グループ面接 を避 ける)

③試 験方法の変更(学 習障害 のあ る人 に対 して時間の延長 をす る、単純明快

な言葉で話 をす る、 ジ ョブ ・コーチを同席 させ る)等 が ある。

つ ぎに 「雇用後」 には、

①柔軟 なスケ ジュールを立 て る(薬 の副作用 に対処 した り治療を うけ るため

に必要)

②合 理的 な休みを認め る

③ 仕事の再編成(仕 事場 ・仕事方 法 の変更、他の被 用者 との仕事の交換 、空

席 への再配 置)

④環 境の再編成(ス トレスや不安 を緩和 ・軽減す る、在宅勤務を認 め る、多

人 数で0緒 にす る仕事 を避 ける)

⑤ 障害者 や他 の被用者への啓蒙 ・教育

⑥仕事 の援助(適 切 な指 示 と指導 、マ ン ・ツー ・マ ンの訓練)等 が あ る(tz)。

(4)合 理的配慮 とコス ト

上 記の合 理的配慮 にっ いては、 それ にか か る負担を懸念 す る声 も強 い。 しか
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し、 労 働 省 の調 査 に よれ ば、 そ れ に は ほ とん ど コス トが かか らな い、 ま た は低

額 で あ る こ とが 明 らか に され て い る。 つ ま り、「コス トゼ ロ」が 、精 神 遅 滞 者 一

70%、 精 神 疾 患 患 者 一50%で あ り、 「500ド ル以 上 」 が 、 精 神 遅 滞 者 一16%、 精

神 疾 患患 者 一22%に す ぎな い(こ の調 査 は、 連 邦 との 契 約締 結 者 によ る 「精 神

障害 者 」へ の合理 的 配慮一 リハ ビ リテ ー シ ョン法503条 一 に関 す る もので あ る)。

た だ しこの調 査 は、 精 神 障害 を理 由 に長期 欠 席 した場 合 の潜 在 的 コ ス トにっ

いて は見 落 と して お り、 この種 の配 慮 は 、 多 くの使 用 者 に と って 過 度 な負 担 に

な るで あ ろ う といわ れ る(13)。

4過 度な負担(unduehardship)に ついて

過度 な負担 とな る配慮 は、合理 的 とは考え られ ないので、使用者 は これ を要

求 され ることはな い。 この 「過度 な負担 」 とは、配慮 の性質 とコス ト・事業所

全体 の財源 ・被用者数 ・運営形態等 の諸 要素 に照 らして考慮 した ときに著 しい

困難 と支出を要 す る行為を いう(101(10)条)。 ただ し、 これはあ くまで も例

示で あ って、現 実の場面 では、 これ以外 に もさまざまな要素 を考え あわせ、過

度 な負担か ど うかが総合的に判断 され ることになろ う。

例えば既述 のよ うに、精神障害 に対す る配慮 の一例 と して、柔軟 なスケ ジュー

ルをたて る ことは通常認 め られ得 るもの ではあ るが、 しか し、 その変 更が当該

職務 の遂行 にきわめて重大 な影響 を及ぼ す場合 はまた別で あ る。 この点をめ ぐ

って争われた裁判例が あるので紹介 す る。Guice-Millsは 、ニ ュー ヨー クにある

病院の看護婦長 で あったが、早朝 の薬 による副作用 を避け るために、通常7時30

分 または8時 と定め られ た始業時刻 を10時 にす るよ うスケ ジュール の変更 を要求

した。 これに対 して病院側は、この始業 時刻 は、 ミーテ ィングを行 い夜間のスー

パ ーバ イザー との調整 を行 な うとい う、看護婦長 と しての責任 を遂行す るため

に必要 な もので あると して、彼女 の要求 を拒否 した。 そ こで彼女 は、 これ は障

害 に基づ く不当な取 り扱 いであ ると して訴えを提起 したのである。裁判所 は、既

定の時刻に出勤す ることは当該病院の看護婦長 と しての不可欠 な条件であ り、彼

女の要 求 したスケ ジュールの変 更 は、病 院が重要 であ ると考 え る時間 に、婦長

と しての職務 を遂行 で きないこ とを意味す ると判断 して、彼 女の要求 を退 けた
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の で あ る(Guise-Millsv.Derwinski,967F.2d794,1992)。

また、 ス タ ッフが 「精 神 障害 者 」 の ニ ー ズ に敏 感 にな る よ うに教育 す る こと

も、 ひ とつ の配 慮 で あ り、使 用 者 の義 務 で あ る。 とは いえ 、 全 ス タ ッフを対 象

と した高 度 な教 育 訓 練 の 実施 を全 て の使 用 者 に義 務 づ け る こ とは、 コス トの点

か らい って難 しい(過 度 な負 担 とな る)で あ ろ うが 、 少 な く と も何 らか の訓 練

は一 定 の状 況 下 で必 要 と され る。 最 近 の裁 判 例 で も、 精神 遅 滞 と情緒 障 害 の あ

る40歳 の女 性 を 同僚 のハ ラス メ ン トか ら保 護 す るよ う配 慮 す る義 務が使 用者 に

あ った に もか か わ らず 、職 員 を対 象 と したsensitivity訓 練 を行 って いな か った

と判 示 した もの が あ る(Kentv.Derwinski,790F.Supp.1032,1991)。

】V残 され た 問題

以上、ADAの基本概念 と 「精神障害者」 とのかかわ りをみて きたが、この他 に、

「精神障害者 」に とって重要 と考 え られ る問題 を、い くっか論 じ残 した。最後 に

これを述べ た い。

1健 康診断について。4)

ADAは 、102条 で健 康診 断や調査 に関す る差別の禁止 につ いて定 めている。

まず、内定以前(pre-offer)に 、使用者が障害の有無 やその性質 ・程度にっ

いて健康診断や調査 を行 うことは、禁止 される(102(c)条 、29CFR.1630(13(a))。

これ は、 リハ ビリテー シ ョン法504条 施行規則 にな らった ものであ るが、障害者

がその資質や能力 を公平 に評価 され ることな く、機械 的に排 除 されることを防

止す るため に設 け られた規定で ある。使用者が求職者 に尋ね ることがで きるの

は、仕事 に関連 した職務 を果 たす能力が あるのか どうか、 またその職務 を どう

した ら遂行 で きるのかで ある(29CFR1630.14(a))。 ただ し、薬物検査(drug

test)は 健康診 断 とはみ なされ ないので、 いっで も求職者や被用者 に対 して実

施す ることが で きる。

いったん 内定が 出 され ると、使用者 は、求職者が職 務を開始す る前 に、健康

診断や調査 を要求 で きる。ただ しそれは、同一の ものが、障害の有無 に関わ ら

ず、すべて の人 に対 してなされ る場合 に限 られ る。なお、 これ らの健康診断や
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調 査 の結 果 、 障 害 者 を 除 外 す るよ うな基 準 が 用 い られ る場 合 、 この基 準 は、職

務 に関連 した もので あ り、事 業 の必 要 性 と合 致 した もので な けれ ば な らな い(29

CFR.1630.14.(b))o

同様 な健 康 診 断 や 調 査 は 、職 務 に関 連 し、 また 事業 の必 要 性 と合致 して い る

場 合 にのみ 、現 職 中の 被 用者 に対 して要 求 で き る(29CFR.1630.14(c))。 た と

え ば、重 機 器 を 操 作 をす る人 や 交通 機 関 に従 事 す る人 に対 して 、使 用 者 が、 そ

の職務 の遂行 上 、危 険 を もた らす よ うな薬 を服 用 して い るか ど うか を調査 し、 も

しもそ の人 が 、 そ の 薬 を 継続 して服 用 しな け れ ば な らな い場 合 に は、 解 雇 す る

ことが認 め られ る。 これ は 、 ひ とつ の例 で は あ るが 、 上 記 の 健 康 診 断 や調 査が

認 め られ る事 業 の必 要 性 を、特 定 し一般 化 す るこ とは困 難 で あ る。 なぜ な ら、 こ

の種 の判 断 は、それ ぞ れ の事業 に固有 な特 殊 性 と結 びつ いて い るか らで あ る。参

考 とな る裁 判 事 例 と して 、 精 神 障 害 で な いが 、 エ イ ズ の抗 体 検 査 を受 けな か っ

た 同性 愛者 の看 護 人 を解 雇 した こと にっ き、 経 営上 の必 要 性 を認 め た もの が あ

る(Leckeltv.BoardofCommissionersofHospita1DistrictNo.1.909F.

2d820,1990)o

な お、 この種 の 健 康 診 断 や調 査 の結 果 は秘 密 と され るが 、必 要 性 が あ る場 合

にのみ 、監督 者(supervisors)や 支 配 人(managers)・ 救 急 安 全 員(firstaid

andsafetypersonne1)・ADAの 実施 状 況 を監 督 す る政 府 職 員 に知 らされ る(29

CFR1630.14{b)1,(c)1)o

2秘 密保持について

既述のとお り、精神 障害を もつ求職者や被用者は、 もし配 慮が必要 な らば、自

己の障害や必要 とす る配慮 に関わ る情報 を、使 用者 に 自発 的に提供 しなければ

ならない。そ して使用者 は、これ らの情報に基づ いて差別 を してはな らない し、

情報 に関す る守 秘義務が あ る。 また健康 診断等 の結果 につ いて も、原則 と して

守秘義務が課せ られ る。

身体障害 の場 合 と異 な り、精 神疾患 の よ うな見 えに くい(hidden)障 害 を も

っ被用者 に対 して、使用者が秘密を保持 しっっ配慮す るということは、「不 当な

特権を受 けて いる」とい う他の被用者 の反感や、彼 らの勤労意欲 の低下を招 き、
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ひいては使用者 に対す る信頼感の崩壊 を もた らす おそれが あ る。

しか しADAで は、他の被用者の勤労意欲に対す る否定的影響 は、過度 な負担を

主張す る正 当な根拠 とはな らないのであ るか ら、使用者 はオ リエ ンテー ション

等を実施 して、周囲 の人 々の理解を得 、勤労意欲 の低下 を防止す るよ う努め る

ことが必要であ る。 しか し、 このオ リエ ンテー シ ョンにつ いて も、ADAの秘密保

持の要請 か らして、 その内容 は特定 の個人 や特定 の障害 に関わ るもので あって

はな らないことは勿論で あ る㈹。

3直 接的脅威(directthreat)に ついて

使用者 は、あ る障害者 を雇用す ることによって、第 三者 の健康 や安全が直接

的な脅威 にさ らされ る場合 には、雇用を要求 され ない㈹。 この直接的な脅威 とは、

「合理的配慮 によって除去す ることがで きない、第三者 の健康 または安全に対す

る重大 な危険」を いうが(101(3)条)、 ある人 が直接的脅威を与 え るか どうかの

決定は、個別的評価 に基づ くものであ り、 これは現在最 も流布 してい る医学的

知識 と最 も通用 して いる客観的 な証拠 による医学 的診 断に依拠 した ものであ る

ことが必要 とされ る(29CFR1630.2(r))。

したが って使用者 は、「精神障害イ コール危 険」 とい う抽象 的 ・主観 的な考え

に基づ いて、 それだ けで障害者の雇用 を拒 む ことはで きない。 そ して、特定の

危険 とその危険を もた らす特定の行為 を示 し、合理的配慮 によ って その脅威を

除去で きないか、 または配慮が使用者 に とって過度 の負担 となる ことを、立証

す る必要が ある(17)。

前述の ように、一部 の 「精神障害者」の暴力行為 によって、社会 には、「精神

障害者」全般に対 す る抽象的なおそれ ・不安が存在 してお り、マス コ ミによる

「精神 障害者」の犯罪率の誇張が、その傾 向を助長 して いる。 しか し大統領精神

保健委員会(thePresident'sCo皿missiononMentalHealth)は 、注 目すべ き

以下の見解 を明 らか に して いる。

「物語や ドラマで表現 され る、いわゆる精神疾 患患者 によ る殺人 といった突

発的な暴力は、現実 というよ りもフィク ションである。重度 の精神障害者

は、引 っ込 みが ちで あ り、無 関心で あ り、び くび くしてい る傾 向が ある。
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我 々は、暴力的な精神疾患患者 も存在す ることを否定 は しないが、しか し、

精神疾患患者が本質的 に暴力的な人間であ るとい う考えには反対す る。」(18)

さて、過去に リハ ビリテ ー シ ョン法下で提起 され た訴訟 で、「精神 障害者」の

安 全性の抗弁 につ いて争われ た事例は あ るのだ ろ うか。

Doev.Region13MentalHealthMentalRetardationCommission(7Q4F

2d1402,1983)判 決が、 その一例であ る。原告 は、精神的 な問題を理 由に精神

医学 ソー シャル ワーカーの職を解雇 され た。原告 は優秀 であ ったが時折 自殺 を

はか り、彼女の状態 につ いて証 言 した医師はすべ て、彼女 の自殺願望 は患者 に

伝 わ りやす いと した。裁判所 は使用者側 の言 い分 を採用 し、次の よ うに判 断 し

たのである。

「差別的悪意が無 い場 合であ って、被用者 が接触す る患者 に対 して脅威を与

え ると思われ る慢性 的な悪化状態が存在 す ることにっ き異論 のない証拠が

あ る場合 には、504条 に違反 しない。」

なお、 この 「直接的脅威」 の概念 にっ いて は問題が ある。 それ は、 直接 的脅

威が第三者に対す るもののみ を さす のか、 それ とも自分 自身 に対す る もの も含

む概念 であ るのかにつ いて、法 文 と雇用機会平等委員会の施行規則 との間に違

いが あ ることであ る。

法文 は、「直接的脅威 とは、合理 的な配慮 によって除去で きない、笙三者の健

康 または安全 に対す る重大 な危 険を意味す る」 と規 定 して いるが(101(3)条)、

雇用機会平等委員会の施行規則 は、「合理的配 慮によ って除去 した り減 らす こと

ので きない、その人 自身または第三者の健康 または安全を害す る実質的危険」(29

CFR1630.2(r))と して、自身 に対 す るもの も含めて解釈 している(下 線筆者)。

後者 の雇用機 会平等委員会施 行規則 の解釈 を とれば、投薬 その他の合理的配

慮 によ ってコ ン トロールで きない、自殺や 自傷行為 の危険が ある 「精神 障害者」

は、直接的脅威 を与え るもの と して保護 されないことにな ると考 え られ るが、こ

の 自身に対す る侵害行為 には、生命を脅 かす ものか ら軽微 な もの まで様 々な レ

ベルがあ り、 ど こまでを対 象範 囲 とす るのかは、問題 であろ う。
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Vさ い ご に

ア メ リカにおけ る障害者の権利保 障は、身体 障害者 に重点をお いて発展 して

きた。 そ してその一方で、「精神 障害者 」の権利保 障は、 これ に数段、遅れて き

た ことは、残念なが ら事実で あ る。

その事実 はそれと して認あ ると して も、ADAが、「精神障害者」の権利保障の上

で果 たす役割は、評価 され るべ きで あろう。本 法の制 定によ って、障害 の存在

や障害 の経歴 に基づ く差別 を禁止 し有資格の 「精 神障害者」 にっ いて雇用 の機

会を保障 したこと、事前 の健康診断や調査を禁止 し雇用の決定の際 に存在 しが

ちな偏見 を除去 した こと、直接的脅威 につ いて も個別具体的 に対応す る必要性

を強調 し 「精神障害者」 は危険 であ るとの一般 的 な判断を退 けた こと等は、か

れ らの権利保障 にとって、十分 とはいえぬまで も、 その一歩前進 を促す もの と

思われ るか らであ る。

わが国 において も、精神障害者施策をすすめ るため に、抽象的にではな く、よ

り具体的 な言葉でその中味につ いて語 ることが、現在、必要 とされて いる。 ひ

とっの先駆 的なアメ リカの法 であ るADAを 、いたず らに批判す るのではな く、そ

こか ら参考 とすべ き点 は学 び とる姿勢が大切 で あろ う。
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注:

(1)田 中 邦 夫 「障害 を もっ ア メ リカ人 に関 す る法 律 施 行 後 の反 響 と対 応 」,レ フ ァ レ

ンス,1994-3

(2)JohnW.Parry,"MentalDisabiliesunderTheADA",MPDLR,vo1.17,no.

1,1993,p.100参 照 。 な お 、同論 文 は、「これ らの 人 々を保 護 す るか 、 また は排

除 す るのか とい う緊 張 関係 が 、 この法 律 の うちに存 在 す る ことは驚 くに あた らな

い。 なぜ な らば連 邦 議会 に は、精 神 障害者 を適 用 除 外 しよ うとい う有 力 な意 見 が

あ ったか らで あ る。」 と述 べ て い る。

(3)本 法 の成 立 経 緯 ・内容 ・課 題 につ いて は、拙稿 「米 国 にお け るADA法 の 成 立 と

課 題 」(上)(下)早 稲 田大 学 大 学 院法 研 論 集61・63号,1992参 照 。

(4)JamesG.Frierson,TheADA,1992,p.329以 下

(5)NATIONALINSTITUTEOFMENTALHEALTH,

DEINSTITUTIONALIZATIONPOLICYANDHOMELESNESS2,1990

(6)JamesG.Frierson,op.cit.(4)p.312以 下

(7)ForrisiV.Bowen,794F2D931(1986),DaleyV.Koch,892F2D

212(1989)

(8)JohnW.Parry,op.cit.{2)p.103

(9)LorettaK.Haggard,"ReasonableAccommodationofIndividualswith

MentalDisabilities .andPsychoactiveSubstanceUseDisordersunder

TitlelofTheADA",JOURNALOFURBANANDCONTEMPORARYLAW,

vo1.43,1993,p.362‐365

(10)「 精 神分 裂 病 の長 期経 過 にお いて 、 生活 技 能 の 多寡 や質 は 、精神 症 状 よ り も重 要

な意 義 を もつ ことが 指摘 され て い る。 これ は分裂 病 患 者 の もって い るス トレスへ

の脆 弱性 に対 して 、薬物 療 法 な ど と もに生活 技 能 が 防御 因子 と して働 くため と考

え られ る。」池淵 恵美 「生 活 技 能訓 練 とその 評価 」,精 神 科 診 断学,vo1.5-2,no.

18,1994,p.174

(11)JohnF.Fielder,MentalDisabilitiesandtheADA,1994,p.10

(12)リ ハ ビ リテ ー シ ョン法503条 に基 づ いて 、精 神 障 害者 ま たは情 緒 障害 者 に対 して

な され た配 慮 と して 一 般 的 な もの は 、① 同僚 や 監 督 者 の 教 育 一47.4%、 ② 仕 事
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

の 再 割 当 一22.8%、 ③ 他 の 仕 事 へ の 移 動 一21.1%、 ④ 労 働 時 間 の 調 整 一15.8%、

⑤ そ の 他 の 労 働 過 程 の 変 更 一15.8%、 ⑥ 付 加 的 な 訓 一14.0%で あ っ た 。Janet

LowderHamilton,"NewProtectionsforPersonswithMentalIllness

inTheWorkplaceunderTheADAof1990",CLEVELANDSTATELAW

REVIEW,vo1.40,1992,p.82

LorettaK.Haggard,op.cit.(9)p.369

BonnieMilstein,LeonardRubenstein,andReneeCYR,"THEADA",

CLEARINGHOUSEREVIEW,MARCH,1991,p.1243お よ び 、JohnW.Parry,

op.cit.(2)p.106以 下 参 照 。

3anetLowderHamilton,op.cit.(12)p.94,AMERICANBARASSOCIATION,

TheADAandPeoplewithMentalIllness,1993,p.38

こ の 「直 接 的 脅 威 」 の 概 念 が 障 害 者 関 係 法 に登 場 し た の は 、公 正 住 宅 修 正 法 が は

じ め て で あ る。

AMERICANBARASSOCIATION,op.cit.(15)p.29

JanetLowderHamilton,op.cit.(12)p.95


